
放送倫理検証委員会の

活動スキーム

放送倫理・番組向上機構[BPO]



虚偽放送事案の調査の端緒は？

�放送局からの報告

�視聴者からの指摘

�関係者からの指摘

�新聞・雑誌等での報道

⇒委員会の判断で調査開始



通常の調査活動

事務局調査役から問い合わせ

関連資料・放送済みテープの提出等

当
該
放
送
局

制
作
会
社

放送倫理

検証委員会

関係者へのヒアリング等を実施

制作会社も調査協
力

虚偽や倫理
上の問題の
有無を判断



複雑な事案の調査

放送倫理

検証委員会

事務局調査役から問い合わせ

関連資料・放送済みテープの提出等

特別調査
チーム

制作関係者、取材対象者へのヒアリ
ング等を実施

提出を受けた資料やヒアリング結
果の精査

当
該
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局
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作
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社

（調査専門家
で組織）

制作会社も調査協
力

虚偽や倫理
上の問題の
有無を判断

結果報告



複雑で大規模な事案の調査

放送倫理

検証委員会
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送
局

制
作
会
社

結果報告

調査委員会の設置勧告

直接の調査活動

調査委員会

調査委員会設置、
調査委託

コントロール
（委員の人選、調査項目に
意見、経過の報告）

実態
解明

特別調査
チーム

虚偽や倫理
上の問題の
有無を判断



再発防止計画の策定勧告と監視

１ヵ月以内に再発防止計画を提出・公表

放送倫理

検証委員会

再発防止計画の策定を勧告

３ヵ月以内に実施状況を報告

再発防止計画について意見

実施状況について意見述べ、公表

当該放送局

虚偽や倫理
上の問題の
有無を判断



視聴者への周知

放送倫理

検証委員会

放送倫理上の問題点を見解と
して通知、再発防止などを勧告

当該放送局

視 聴者

審理結果を
放送

再発防止計画
への意見などを
その都度公表

再発防止計画や実施状況
について意見


